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則 

○ 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

人
事
委
員
会
規
則 

○ 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
を
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

規

則 

 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
七
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
財
務
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号
の
二
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

別
表
第
二
の
備
考
第
六
号
中
□
特
殊
旅
費
□
移
転
料
に
限
る
□
□
及
び
□
を
□
転
居
費
及
び
家
族
移
転

費
並
び
に
□
に
改
め
□
同
表
の
備
考
第
七
号
中
□
特
殊
旅
費
□
移
転
料
に
限
る
□
□
□
を
□
転
居
費
及
び

家
族
移
転
費
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

人

事

委

員

会

規

則 

 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

髙 

梨 
 

國 

雄 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号 

 
 

 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
□
昭
和
二
十
九
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
一
条
中
□
第
三
条
第
五
項
□
同
条
第
六
項
□
第
四
条
第
五
項
□
第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条

の
規
定
に
基
き
□
を
□
に
基
づ
き
□
に
改
め
る
□ 

 

第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

□
用
語
□ 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
□
条
例
の
例
に
よ
る
□ 

 

□
条
例
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
等
□ 

第
三
条 

条
例
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
と
す
る
□ 

 

一 

旅
行
業
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
□
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
業

者 

 

二 

鉄
道
事
業
法
□
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
□
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
運
送
事

業
者
及
び
軌
道
法
□
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
□
第
四
条
に
規
定
す
る
軌
道
経
営
者 

 

三 

海
上
運
送
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
□
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
船

舶
運
航
事
業
者 

 

四 

航
空
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
□
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事

業
を
経
営
す
る
者 

 

五 

道
路
運
送
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
□
第
九
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
一
般

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者 

 

六 

旅
館
業
法
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
□
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
業
を
営
む

者 

 

七 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
□
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
□
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
□
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
□
第
五
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
者 

 

八 

外
国
に
お
け
る
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
も
の 

 

九 

割
賦
販
売
法
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
□
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
登
録
包
括
信
用

購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
□
県
と
の
契
約
に
よ
り
カ
□
ド
等
□
同
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る

カ
□
ド
等
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
を
前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
提
供
す
る
役
務
そ
の
他
の
旅
行
に
係

る
役
務
の
対
価
の
支
払
の
み
の
た
め
に
旅
行
者
に
提
供
す
る
場
合
に
限
る
□
□ 

２ 

条
例
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
役
務
及
び
カ
□
ド
等
と
す

 

る
□ 

 
□
条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
等
□ 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
と
す
る
□ 

 

一 

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
□
傷
病
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
旅
行
を
中
止
し
□
又
は
変
更
し
た
と
き
□ 

 

二 

条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

職
員
が
そ
の
家
族
の
旅
行
に
つ
い
て
条
例
第
二
十
一
条
□
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
第

二
項
に
基
づ
く
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
つ
て
□
当
該
家
族
が
死
亡
又
は
傷

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

10

月

10

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 
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病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
旅
行
を
中
止
し
□
又
は
変
更
し
た
と
き
□ 

２ 

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
□ 

 

一 
鉄
道
賃
□
船
賃
□
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
□
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部

分
を
含
む
□
□
に
つ
い
て
は
□
条
例
第
十
三
条
第
一
項
各
号
□
第
十
四
条
第
一
項
各
号
□
第
十
五
条

第
一
項
各
号
及
び
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い
て
□
当
該
各
条
及
び
条
例
第
八

条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お

支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
□
当
該
各
費
用
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額 

 

二 

宿
泊
費
□
包
括
宿
泊
費
□
転
居
費
及
び
家
族
移
転
費
□
条
例
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
費
用

及
び
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
□
□
に
つ
い
て
は
□
当
該
各
種
目
に
つ
い
て
条
例
第
八

条
□
第
十
七
条
□
第
十
八
条
□
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額

と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較

し
□
当
該
各
種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
ほ
か
□
手
数
料
そ
の
他
の
旅
行
命
令
等
の
変
更
等
に
伴
い
支
給
す
る
必

要
が
あ
る
も
の
と
し
て
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
た
額 

 

□
条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
情
等
□ 

第
五
条 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
情
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
情
と
す
る
□ 

 

一 

交
通
事
故
そ
の
他
の
条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事

情 

 

二 

前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
家

族
の
旅
行
中
の
天
災
又
は
交
通
事
故
そ
の
他
の
当
該
職
員
若
し
く
は
家
族
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
事
情 

２ 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
金
額
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額

と
す
る
□ 

 

一 

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
□
交
通
手
段
を
利
用
す
る
た
め
の
乗
車
券
□
乗
船
券
□
航
空
券
等
で

当
該
旅
行
に
つ
い
て
購
入
し
た
も
の
を
含
む
□
以
下
同
じ
□
□
の
全
部
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
□
そ

の
喪
失
し
た
時
以
後
の
旅
行
を
完
了
す
る
た
め
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額 

 

二 

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
の
一
部
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
□
前
号
に
規
定
す
る
額
か
ら
喪
失
を

免
れ
た
旅
費
額
を
差
し
引
い
た
額 

 

第
八
条
を
第
十
九
条
と
す
る
□ 

 

第
七
条
の
見
出
し
中
□
請
求
手
続
□
を
□
精
算
に
係
る
期
間
□
に
改
め
□
同
条
第
一
項
中
□
旅
行
の
□

を
□
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
旅
行
命
令
権
者
の
承
認
を
得
た
場
合
を
除
く
ほ
か
□
旅
行
を
□
に
改

め
□
同
条
第
二
項
を
削
り
□
同
条
第
三
項
中
□
は
□
□
の
下
に
□
精
算
に
よ
る
□
を
加
え
□
□
返
納
告

知
□
を
□
返
納
の
告
知
□
に
改
め
□
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
□
同
条
を
第
十
七
条
と
し
□
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
□ 

 

□
年
度
経
過
等
に
よ
る
区
分
□ 

第
十
八
条 

移
動
中
に
お
け
る
年
度
の
経
過
□
職
務
の
級
の
変
更
等
の
た
め
鉄
道
賃
□
船
賃
□
航
空
賃
及

び
そ
の
他
の
交
通
費
□
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
□
□
を
区
分
し
て
算
定

す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
□
年
度
の
経
過
□
職
務
の
級
の
変
更
等
の
後
に
最
初
の
目
的
地
に
到
着
す

る
ま
で
の
分
及
び
そ
れ
以
後
の
分
に
区
分
し
て
算
定
す
る
□ 

 

第
六
条
中
□
が
□
条
例
第
五
条
□
を
□
は
□
条
例
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
□
に
□
□
書
類
を
旅
行

命
令
権
者
に
□
を
□
に
足
る
資
料
を
□
に
改
め
□
同
条
を
第
七
条
と
し
□
同
条
の
次
に
次
の
九
条
を
加
え

る
□ 

 

□
請
求
書
及
び
必
要
な
資
料
の
種
類
□
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
等
□ 

第
八
条 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
の
種
類
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
□ 

 

一 

次
号
に
規
定
す
る
旅
費
以
外
の
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
は
□
旅
費
請
求
書 

 

二 

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
赴
任
に
係
る
旅
費
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
転

居
費
□
家
族
移
転
費
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に

は
□
赴
任
旅
費
請
求
書 

 

三 

条
例
第
三
条
第
七
項
に
係
る
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
請
求
す
る
場
合
に
は
□
当
該
金
額
に
係
る

旅
費
に
応
じ
た
前
二
号
に
掲
げ
る
請
求
書 

２ 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
必
要
な
資
料
の
種
類
は
□
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
□
た
だ

し
□
旅
行
役
務
提
供
者
が
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
請
求
す
る
場
合
に
は
□
第
四
項
に
規
定
す
る
請
求

書
に
相
当
す
る
も
の
を
も
つ
て
□
同
表
に
規
定
す
る
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
又
は
そ
の
支
払
を
証

明
す
る
に
足
る
資
料
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

３ 

条
例
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
は
□
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
請

求
書
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
□ 

４ 

旅
行
役
務
提
供
者
が
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
□
別
表
第
二
中
□
請
求

者
□
と
あ
る
の
は
□
□
旅
行
者
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
前
項
で
定
め

る
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
に
準
ず
る
内
容
が
記
載
又
は
記
録
さ
れ
□
か
つ
□
支
払
担
当
者
が
認
め
た

請
求
書
に
相
当
す
る
も
の
□
請
求
す
る
者
の
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限

る
□
□
を
も
つ
て
□
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
請
求
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

５ 
旅
行
命
令
権
者
及
び
支
払
担
当
者
は
□
旅
行
者
又
は
旅
行
役
務
提
供
者
が
請
求
書
を
提
出
し
た
場
合

に
は
□
そ
の
請
求
内
容
が
適
切
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
□ 

６ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
□
請
求
書
を
提
出
し
た
者
が
旅
行
役
務
提
供
者
で
あ
る
と
き
は
□
旅
行
命
令

権
者
及
び
支
払
担
当
者
は
□
旅
行
者
に
対
し
て
必
要
な
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
□ 

 

□
鉄
道
賃
に
係
る
鉄
道
□ 

第
九
条 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
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る
も
の
と
す
る
□ 

 
一 

鉄
道
事
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
に
類
す
る
も
の 

 
二 
軌
道
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
に
類
す
る
も
の 

 

□
船
賃
に
係
る
船
舶
□ 

第
十
条 
条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
海
上
運
送
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
に
類
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

□
航
空
賃
に
係
る
航
空
機
□ 

第
十
一
条 

条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
航
空
法
第
二
条

第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
類
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

□
宿
泊
費
基
準
額
等
□ 

第
十
二
条 

条
例
第
十
七
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
□
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に

関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
□
に
規
定
す
る
国
家
公
務
員
□
以
下
□
国
家
公
務

員
□
と
い
う
□
□
の
う
ち
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
□
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六

号
□
第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
務
の
級
が
十
級
以
下
の
者
の
例
に
よ
る
□ 

２ 

条
例
第
十
七
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
□
現
に
支
払
つ
た
費
用
の
額
が
宿

泊
費
基
準
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
つ
て
□
旅
行
命
令
権
者
が
公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い
範
囲

及
び
条
件
に
お
い
て
検
索
し
□
そ
の
結
果
か
ら
最
も
安
価
な
宿
泊
施
設
を
選
択
す
る
場
合
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
と
す
る
□ 

 

□
宿
泊
手
当
の
定
額
等
□ 

第
十
三
条 

条
例
第
十
九
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
一
夜
当
た
り
の
定
額
は
□
国
家
公

務
員
の
例
に
よ
る
□ 

２ 

宿
泊
手
当
の
額
は
□
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
宿
泊
費
又
は
包
括
宿
泊
費
に
つ
い
て
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
□
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す

る
□ 

 

一 

朝
食
又
は
夕
食
に
係
る
費
用
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

前
項
に
定
め
る

定
額
の
三
分
の
二
の
額 

 

二 

朝
食
及
び
夕
食
に
係
る
費
用
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

前
項
に
定
め
る
定
額
の
三
分

の
一
の
額 

３ 

移
動
中
に
宿
泊
す
る
場
合
の
宿
泊
手
当
の
額
は
□
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
第
一
項
に
定
め

る
定
額
の
と
お
り
と
す
る
□
た
だ
し
□
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
鉄
道
賃
□
船
賃
□
航
空
賃
又

は
そ
の
他
の
交
通
費
□
包
括
宿
泊
費
及
び
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
□
□

に
食
費
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
は
□
当
該
額
の
三
分
の
一
の
額
と
す
る
□ 

４ 

旅
行
者
が
□
旅
行
中
自
宅
□
住
所
又
は
居
所
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
所
を
い
う
□
□
に
宿
泊

す
る
場
合
は
□
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
宿
泊
手
当
は
支
給
し
な
い
□ 

 

□
転
居
費
の
算
定
方
法
等
□ 

第
十
四
条 

条
例
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る

方
法
と
す
る
□ 

 

一 

運
送
業
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
□
複
数
の
運
送
業
者
に
見
積
り
を
さ
せ
□
か
つ
□
そ

の
中
か
ら
最
も
経
済
的
な
も
の
を
選
択
す
る
と
き
に
限
り
□
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額

と
す
る
方
法 

 

二 

旅
行
者
が
宅
配
便
又
は
自
家
用
自
動
車
若
し
く
は
道
路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
利
用
し
て
家
財
の

運
送
を
行
う
場
合
に
は
□
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法
□
た
だ
し
□
当
該
運

送
に
要
す
る
額
が
運
送
業
者
に
依
頼
し
た
も
の
と
し
て
前
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
超
え
る

と
き
は
□
当
該
額
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
□
条
例
の
規
定
に
よ
り
他
の
種
目
と
し
て
支
給
を
受
け
る
費
用
そ
の
他

の
県
費
に
よ
る
支
給
が
適
当
で
な
い
費
用
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
□ 

３ 

職
員
又
は
家
族
が
他
か
ら
赴
任
に
係
る
旅
費
の
支
給
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る

場
合
に
は
□
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
転
居
費
の
額
か
ら
当
該
支
給
又
は
当
該
支
払
を
受
け
る

金
額
を
差
し
引
く
こ
と
と
す
る
□ 

 

□
退
職
者
等
の
旅
費
の
細
則
□ 

第
十
五
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
次
の
各
号
に

掲
げ
る
旅
費
と
す
る
□ 

 

一 

職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
□
出
張
の
例
に
準
じ
□
退
職
等
と

な
る
前
の
職
務
の
級
の
者
と
し
て
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
旧
在
勤
公
署
に
旅
行
す
る
も
の
と
し

て
計
算
し
た
旅
費 

 

二 

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
□
赴
任
の
例
に
準
じ
□
退
職
等
と

な
る
前
の
職
務
の
級
の
者
と
し
て
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
新
在
勤
公
署
に
旅
行
す
る
も
の
と
し

て
計
算
し
た
旅
費 

 

□
遺
族
の
旅
費
の
細
則
□ 

第
十
六
条 

条
例
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る

旅
費
と
す
る
□ 

 

一 

職
員
が
条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
□
同
号
の
規
定
に
よ
り

旅
費
を
支
給
す
る
と
き
は
□
次
に
掲
げ
る
旅
費 

 
 

イ 

職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
□
出
張
の
例
に
準
じ
□
職
員
が
遺
族
の

居
住
地
□
外
国
在
住
の
遺
族
の
場
合
に
は
□
本
邦
に
お
け
る
外
国
か
ら
の
到
着
地
□
と
死
亡
地
と

の
間
を
往
復
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

 
 

ロ 

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
□
イ
に
掲
げ
る
旅
費
の
ほ
か
□
赴
任
の

例
に
準
じ
□
職
員
が
死
亡
地
か
ら
新
居
住
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

 

二 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
に
は
□
出
張
の
例
に
準
じ
□

職
員
が
遺
族
の
居
住
地
か
ら
帰
住
地
□
外
国
に
帰
住
す
る
場
合
に
は
□
本
邦
に
お
け
る
外
国
へ
の
出

発
地
□
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 
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第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
□ 

 
□
旅
行
命
令
簿
等
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
□ 

第
六
条 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
□
所
属
□
氏
名
□
出
発

地
□
用
務
□
用
務
先
□
到
着
地
及
び
旅
行
期
間
と
す
る
□ 

２ 

旅
行
命
令
簿
等
は
□
備
考
欄
を
設
け
□
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
す
る
場
合
に
は
□
旅
行
命
令
等
の
変

更
の
事
実
を
記
載
又
は
記
録
す
る
□ 

 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

別
表
第
一
□
第
八
条
第
二
項
□ 

区 
 

 
 

 
 

 

分 

添 

付 

す 

る 

資 

料 

一 

鉄
道
賃 

条
例
第
十
三
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃

□
運
賃
の
等
級
が
区
分

さ
れ
た
鉄
道
に
よ
る
移

動
に
限
る
□
□ 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

条
例
第
十
三
条
第
一
項

第
二
号
か
ら
第
六
号
ま

で
に
掲
げ
る
費
用 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
□
急
行
料
金

に
あ
つ
て
は
□
支
払
担
当
者
が
必
要
と
認
め
る
場

合
に
限
る
□
□ 

二 

船
賃 

条
例
第
十
四
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃

□
運
賃
の
等
級
が
区
分

さ
れ
た
船
舶
に
よ
る
移

動
に
限
る
□
□ 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

条
例
第
十
四
条
第
一
項

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
に
掲
げ
る
費
用 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

三 

航
空
賃 

条
例
第
十
五
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

条
例
第
十
五
条
第
一
項

第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
費
用 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

四 

そ
の
他

の
交
通
費 

条
例
第
十
六
条
第
一
項

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
費
用 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

五 

宿
泊
費 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

第
十
二
条
第
二
項
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る 

 
 

 
 

 

に
足
る
資
料
□
条
例
第
十
七
条
た
だ
し
書
に
該
当

す
る
場
合
に
限
る
□
以
下
同
じ
□
□ 

六 

包
括
宿
泊
費 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
移
動
に
係
る
交
通
費
の
内
容
を
証
明
す
る
に

足
る
資
料 

七 

転
居
費 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

転
居
を
証
明
す
る
資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料

□
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
場
合
に
限

る
□
□ 

条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
長
の
許

可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
□
同
項
に
該
当
す
る

場
合
に
限
る
□
□ 

八 

家
族
移
転
費
□
宿
泊
手
当
に
相
当
す

る
部
分
を
除
く
□
□ 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

移
転
を
証
明
す
る
資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料 

第
十
二
条
第
二
項
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る

に
足
る
資
料 

九 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る

旅
費 

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ
た
第
一

号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料 

退
職
等
の
事
由
を
証
明
す
る
資
料 

所
定
の
期
間
内
に
退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
し
た
こ

と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
こ
と
を
証
明
す
る
資

料 

十 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第

三
号
に
係
る
旅
費 

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ
た
第
一

号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料 

職
員
の
死
亡
及
び
そ
の
死
亡
地
を
証
明
す
る
資
料 

帰
住
を
証
明
す
る
資
料
□
遺
族
が
帰
住
し
た
場
合

に
限
る
□
□ 

遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料 

十
一 

条
例
第
三
条
第
五
項
に
係
る
旅
費 

損
失
と
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
金
額
を
証

明
す
る
に
足
る
資
料 

旅
行
命
令
等
の
変
更
□
条
例
第
三
条
第
一
項
□
第

二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を 
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受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
死
亡
又
は
第
四
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証

明
す
る
資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料

□
転
居
費
の
う
ち
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
又

は
家
族
移
転
費
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
場
合
に

限
る
□
□ 

十
二 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
係
る
旅
費 

天
災
又
は
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
情
に

よ
り
旅
費
額
を
喪
失
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足

る
資
料 

喪
失
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

十
三 

条
例
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
旅
費 

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ
た
第
一

号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料 

条
例
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と

を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

 

別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
□ 

別
表
第
二
□
第
八
条
第
三
項
□ 

区 
 

 

分 

記 

載 

事 

項 
又 
は 

記 

録 

事 

項 

旅
費
請
求
書 

請
求
者
の
所
属
及
び
氏
名 

用
務 

出
発
地
□
到
着
地
及
び
旅
費
の
合
計
額 

概
算
額
及
び
精
算
額
□
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
□
概
算
払
に
係
る

旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
限
る
□
□ 

赴
任
旅
費
請
求
書 

請
求
者
の
所
属
及
び
氏
名 

出
発
地
□
到
着
地
及
び
旅
費
の
合
計
額 

 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
を
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

髙 

梨 
 

國 

雄 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 

人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
を
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
を
委
任
す
る
規
則
□
昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六

号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
三
条
第
十
五
号
イ
を
削
り
□
同
号
ロ
中
□
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
□
を
□
第
十
三
条
第
一
項
第
五

号
ロ
□
に
□
□
旅
行
□
を
□
職
員
□
に
改
め
□
同
号
ロ
を
同
号
イ
と
し
□
同
号
中
ハ
を
ロ
と
し
□
ニ
を
ハ

と
し
□
同
条
中
第
十
六
号
を
削
り
□
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
□
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


